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１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県市町村共同クラウド基盤・ネットワーク提供業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課県民サービス・システム共同化担当 埼

玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和５年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ネットワンシステムズ株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７番２号ＪＰタ

ワー 

５ 契約金額 

  743,400,167円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

  インターネット時事情報利用 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県企画財政部情報システム戦略課企画・セキュリティ担当 埼玉県さいたま市浦和

区高砂３丁目 15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和５年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社 時事通信社 東京都中央区銀座５丁目 15番８号 

５ 契約金額 

  37,356,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第１号

に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

  第５次県庁ＬＡＮシステム機器賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課業務効率化推進担当 埼玉県さいたま市 

浦和区高砂３丁目 15 番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年４月 25 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目

９番６号 

５ 落札金額 

  3,663,719,400円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年３月 22 日 
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１ 購入等件名及び数量 

  Secure Remote DESKTOPサービス提供業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課業務効率化推進担当 埼玉県さいたま市

浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和５年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ＡＧＳ株式会社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４丁目３番25号 

５ 契約金額 

  34,496,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   職員用パーソナルコンピュータの賃貸借 4,936台 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

令和５年12月１日（金）から令和10年11月30日（木）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 納入場所 

   埼玉県企画財政部情報システム戦略課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示第747

号）に基づき、業種区分「物品の賃貸」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ ＩＳＭＳ認証又はプライバシーマークの認定を受けている者であること。 



 ⑹ 本件業務について、仕様書の要求する事項を確実に履行できることを証明し

た者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所及び問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県企画財政

部情報システム戦略課業務効率化推進担当 内野 電話048-830-2282（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

 埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情報

公開システム」からダウンロードすること。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月２日（金）午後１時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月１日（木）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月２日（金）午前10時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県企画財政部情報システム戦略課 令和５年６月２日（金）午後１時15

分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 



  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和５年５月26日（金）午後４時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 低入札価格調査制度に係る調査基準価格 

   設定する（調査基準価格未満の入札があった場合は、調査の上、当該入札を

行った者を落札者とするか否かを決定する。）。 

 ⑻ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑼ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和５年５月22日（月）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通）） 

  へ送付すること。 



 ⑽ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑾ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５  Summary 

 ⑴ Nature of Services Required: 

Lease of 4,936 personal computers for staff use. 

  ⑵ Deadline for Submissions: 

By the electronic bidding system: 1:00 p.m., June ２, 2023 

By registered mail: 5:00 p.m., June １ 2023 

In person: 10:00 a.m., June ２ 2023 

 ⑶ Contact Information: 

Information Systems Strategy Division, Department of Planning and 

Finance, 

Saitama Prefectural Government 

Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 

Tel. 048-830-2282 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   職員用パーソナルコンピュータに係るソフトウェア調達 4,936ライセンス 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 使用期間 

令和５年８月１日（火）から令和８年11月30日（月）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 納入場所 

   埼玉県企画財政部情報システム戦略課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示第747

号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 本件業務について、仕様書の要求する事項を確実に履行できることを証明し



た者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県企画財政

部情報システム戦略課業務効率化推進担当 森、佐藤、内野 電話048-830-22 

  82（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月14日（水）午後１時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月13日（火）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月14日（水）午前10時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県企画財政部情報システム戦略課 令和５年６月14日（水）午後１時15

分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ



た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和５年６月２日（金）午後４時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 低入札価格調査制度に係る調査基準価格 

   設定する（調査基準価格未満の入札があった場合は、調査の上、当該入札を

行った者を落札者とするか否かを決定する。）。 

 ⑻ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑼ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類



を令和５年５月25日（木）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑽ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑾ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５  Summary 

 ⑴ Nature of Services Required: 

Procurement of 4,936 software for staff personal computers. 

  ⑵ Deadline for Submissions: 

By the electronic bidding system: 1:00 p.m., June 14, 2023 

By registered mail: 5:00 p.m., June 13, 2023 

In person: 10:00 a.m., June 14, 2023 

 ⑶ Contact Information: 

Information Systems Strategy Division, Department of Planning and 

Finance, 

Saitama Prefectural Government 

Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 

Tel. 048-830-2282 
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１ 購入等件名及び数量 

  税務システム環境構築等業務委託（要件定義・基本設計） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部税務課税務システム担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 

 番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和５年４月 17 日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

  119,542,500 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第 

 １項第２号に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

税務システム機能保守等業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県総務部税務課税務システム担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15

番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和５年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

56,806,200 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第

１項第２号に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

  税務システム運用管理業務委託（地方税統一ＱＲコード対応業務） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部税務課税務システム担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 

 番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和５年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

  55,334,631 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第 

 １項第２号に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県救急医療情報システム保守管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県保健医療部医療整備課地域医療対策担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号  

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和５年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  国際航業株式会社 東京都新宿区北新宿２丁目21番１号 

５ 契約金額 

97,350,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 
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行
う
こ
と
。 

 
 

 

ま
た
、
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
町
が
指
定
す
る
分
別
方
法
に
よ
り
分
別
し
、
町

の
許
可
を
受
け
た
廃
棄
物
処
理
業
許
可
事
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
。 

 

⑵ 

「
嵐
山
町
緑
を
豊
か
に
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、
民
間
施
設
（
敷
地
面
積
が
千
㎡
以
上

で
事
業
に
供
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
）
を
自
ら
設
置
す
る
又
は
管
理
す
る
事
業
者
は
、

同
条
例
施
行
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
緑
化
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
、
町
と
し
て
、

開
発
行
為
を
行
う
事
業
者
に
対
し
、
緑
化
推
進
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

事
業
者
と
緑
化
協
定
の
締
結
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
点
を
ご
検
討
頂
き
た
い
。 

 

⑶ 

夜
間
照
明
等
に
つ
い
て
は
、「
光
害
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
環
境
省
、
令
和
三
年
三
月
改

定
）
」
に
沿
っ
た
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

 

⑷ 

店
舗
前
道
路
は
通
学
路
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
工
事
中
及
び
開
店
後
に
お
い
て
交
通
安

全
の
確
保
を
徹
底
し
て
頂
き
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
九
日
か
ら
令
和
五
年
六
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、 

富
士
見
第
一
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

就
任 

 
 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

所 

 
 

理
事 

金 

子 

拓 

矢 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
下
南
畑
三
番
地
一 

 
 

同 
 

新 

井 

貞 

夫 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

二
十
六
番
地 

 
 

同 
 

井 

上 

和 

男 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

四
百
三
十
番
地 

 
 

同 
 

栁 

川 

武 

史 

同 
 

同 
 

 
同 

 
 

 

千
七
百
一
番
地 

 
 

同 
 

吉 

川 

武 

人 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

三
千
七
百
五
十
番
地 

 
 

同 
 

砂 

川 

竜 

樹 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

三
千
五
百
八
十
二
番
地 

 
 

同 
 

渋 

谷 

弘 

樹 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

二
千
八
百
十
四
番
地 

 
 

同 
 

砂 

川 

慎 

哉 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

四
千
百
一
番
地 

 
 

同 
 

須 

田 

一 

夫 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

二
千
三
百
二
十
二
番
地 

 
 

同 
 

木 

下 

雄 

一 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

二
千
四
百
三
十
三
番
地 

 
 

同 
 

小 

寺 

悦 

子 

同 
 

同 
 

 

大
字
南
畑
新
田
九
百
五
十
四
番
地 

 
 

同 
 

小 

寺 

政 

次 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

 

七
百
八
十
五
番
地 

 
 

同 
 

當 

麻 

政 

昭 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

 

五
百
二
十
四
番
地
二 

 
 

同 
 

武 

井 

伸 

夫 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

 

百
四
十
五
番
地
の
一 

 
 

同 
 

谷 

澤 

嘉 

弘 

同 
 

同 
 

 

大
字
下
南
畑
八
百
七
十
三
番
地
三 

 
 

同 
 

朝 

倉 

久
二
枝 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

七
百
九
十
一
番
地 

 
 

同 
 

岡 

田 
 

 

健 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

五
百
四
十
五
番
地 

 
 

同 
 

𠮷 

川 

義 

則 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

三
千
百
九
十
四
番
地 

 
 

同 
 

須 

田 

要 

一 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

二
千
三
百
二
十
七
番
地 

 
 

同 
 

栁 

川 

範 

之 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

千
六
百
二
十
四
番
地 

 
 

同 
 

谷 

合 

正 

史 

同 
 

同 
 

 

大
字
上
南
畑
三
百
五
十
五
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 

住 

所 

 
 

理
事 

渋 

谷 
 

勇 
 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
下
南
畑
百
九
十
七
番
地 

 
 

同 
 

塩 

野 
 

弘 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

三
千
五
百
九
番
地
一 



 
 

同 
 

坂 

間 

道 

夫 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

四
百
六
十
四
番
地 

 
 

同 
 

栁 

下 
 

 

稔 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

四
百
三
十
三
番
地
二 

 
 

同 
 

吉 

川 

行 

雄 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

三
千
七
百
十
八
番
地 

 
 

同 
 

𠮷 

川 
 

 

勇 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

三
千
二
百
四
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

新 

井 

功 

男 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

四
千
二
十
五
番
地 

 
 

同 
 

砂 
川 

富
美
男 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

四
千
百
五
番
地 

 
 

同 
 

水 

村 
正 

宏 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

二
千
四
百
七
十
八
番
地 

 
 

同 
 

横 

山 
 

 
透 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

二
千
十
八
番
地 

 
 

同 
 

市 

川 

廣 

政 
同 

 

同 
 

 

大
字
南
畑
新
田
八
百
九
十
二
番
地 

 
 

同 
 

森 

川 

正 

幸 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

 

八
百
十
二
番
地 

 
 

同 
 

桶 

田 

邦 

宏 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

 

三
百
八
十
五
番
地 

 
 

同 
 

武 

井 

澄 

江 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

 

百
四
十
二
番
地
の
一
―
一 

 
 

同 
 

栁 

川 

範 

之 

同 
 

同 
 

 
大
字
下
南
畑
千
六
百
二
十
四
番
地 

 
 

同 
 

谷 

澤 

弘 

樹 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

九
百
七
十
六
番
地
の
一 

 
 

同 
 

渋 

谷 

智 

明 

同 
 

ふ
じ
み
野
市
苗
間
一
丁
目
十
四
番
七
―
五
〇
五
号 

 
 

同 
 

新 

井 

藤 

一 

同 
 

富
士
見
市
大
字
下
南
畑
三
千
九
百
二
十
四
番
地 

 
 

 

 
 

同 
 

桶 

田 

裕 

司 

同 
 

同 
 

 

大
字
南
畑
新
田
四
百
二
十
四
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

同 
 

島 

村 

安 

行 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

 

二
百
三
十
三
番
地
の
二 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
ー
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
管
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
所
沢
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

所
沢
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
ー
測
量 
地
図
情
報
レ
ベ
ル
一
〇
〇
〇
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
管
内
の
う
ち
秩
父
市
の
一
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
ー
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
管
内
の
う
ち
、
秩
父
市
の
一
部
（
三
十
六
・
七
平
方
キ
ロ
メ 

 

ー
ト
ル
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
和
光
市
越
後
山
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

和
光
市
越
後
山
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

和
光
市
越
後
山
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
砂
防
基
盤
図
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
管
内
秩
父
市 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
四
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

和
光
市
越
後
山
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
南
一
丁
目
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
南
一
丁
目
二
十
番
三
十
四
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
七
年
八
月
二
十
六
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
五
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   建築・住宅行政手続のデジタル化に係る要件定義業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から令和６年３月29日（金）まで 

 ⑷ 履行場所 

埼玉県都市整備部建築安全課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、総合評価一般競争入札方式により、また「埼玉県電子入札共同 

  システム」により行う。ただし、同システムの利用者登録をしていない者につ 

  いては、紙媒体による入札書の郵送又は持参による入札も認める。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当 

  該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端 

  数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額 

  とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税 

  事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を 

  入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者 

  であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示第747 

  号）に基づき、業種区分「電子計算に関する業務」のＡ等級に格付けされた者 

  であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加 

  停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止 

  措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排 

  除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を 

  受けていない者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場 

  所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 



   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県都市整備 

  部建築安全課企画担当 小暮、前原、鈴木 電話048-830-5524（直通） 電子 

  メールa5510-05@pref.saitama.lg.jp 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情 

   報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月20日（火）午前10時ま 

   で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月19日（月）午後５時 

    まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月19日（月）午後５時 

    まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県都市整備部建築安全課 令和５年６月20日（火）午前11時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ 

   た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則 

   第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、 

   免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額 



   を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場 

   合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を 

  次のいずれかの方法で令和５年６月７日（水）午後５時までに提出し、競争入 

  札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出 

  した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め 

   る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内の価格 

  をもって有効な入札を行い、入札説明書の技術評価基準項目書の必須項目を全 

  て満たした提案をした者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもっ 

  て落札者の決定をする。 

 ⑺ 低入札価格調査制度に係る調査基準価格  

   設定する（調査基準価格未満の入札があった場合は、調査の上、当該入札を 

  行った者を落札者とするか否かを決定する。）。 

 ⑻ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑼ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉 

  県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資 

  格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類 

  を令和５年５月29日（月）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通）） 

  へ送付すること。 



 ⑽ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を受注者 

  に支払うものとする。 

 ⑾ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature of Services Required: 

  Requirement Definition for the Digitalisation of Construction  

 and Housing Administrative Procedures 

⑵ Deadline for Submissions: 

  By registered mail or in person: 5pm Monday 19 June, 2023 

  By the electronic bidding system: 10am Tuesday 20 June, 2023 

⑶ Contact Information: 

  Project Management Group 

  Construction Safety Division  

  Department of City Development 

  Saitama Prefectural Government 

  3-15-1 Takasago, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 

  Phone: 048-830-5524 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   令和５年度埼玉県立学校24校コンピュータ教室用機器等賃貸借 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和５年９月１日（金）から令和10年７月31日（月）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示第747

号）に基づき、業種区分「物品の賃貸」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら



れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県教育局県

立学校部ＩＣＴ教育推進課企画・総合調整担当 鯉沼 電話048-830-6640 電

子メールa6640-03@pref.saitama.lg.jp 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月23日（金）午前10時30

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月22日（木）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年６月23日（金）午前10時

30分まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課 令和５年６月23日（金）午前11

時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ



た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和５年６月13日（火）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和５年５月31日（水）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 



 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be leased: equipment related 

to computer rooms for 24 schools. 

 ⑵ Time-limit for the tender: By the electronic tender system;10:30 a.m. 

June 23, 2023, By mail; 5:00 p.m. June 22, 2023, In person; 10:30 a.m. 

June 23, 2023. 

 ⑶ Contact point for the notice: ICT Education Promotion Division, 

Prefectural Schools Department, Education Bureau, Saitama Prefectural 

Government, Takasago3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 

330-9301, Telephone 048-830-6640. 
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